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前 
二 
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
い
ず
れ
も
被
け
ん
引
自
動
車
、

三
輪
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
現
に
運
行
の
用
に
供

し
て
い
る
も
の
（
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
抹
消
登

録
を
受
け
た
後
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証

が
返
納
さ
れ
た
後
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
の
時
に
協
定
規
則
（
道
路
運
送

車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
七
月
国
土
交
通
省
告

示
第
六
百
十
九
号
。
以
下
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
一
号
第
三
改
訂
版
附
則
３
に
規
定

す
る
試
験
法
に
よ
り
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
を
行
つ
た
も
の
（
後
付
消
音
器
の

技
術
基
準
（
細
目
告
示
別
添
百
十
二
の
後
付
消
音
器
の
技
術
基
準
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
騒
音
防
止
性
能
試
験
を
協
定
規
則
第
五
十
一
号
第
三
改
訂
版
附

則
３
に
規
定
す
る
試
験
法
以
外
で
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
走

行
時
の
騒
音 

当
該
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
た
時
に
、
当
該
試
験
法

に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
の
値
（
た
だ
し
、
後
付
消
音

器
の
技
術
基
準
の
騒
音
防
止
性
能
試
験
を
協
定
規
則
第
五
十
一
号
第
三
改
訂

版
附
則
３
に
規
定
す
る
試
験
法
で
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
を
受

け
た
時
に
、
当
該
試
験
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
の

値
） 

二 

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
い
ず
れ
も
被
け
ん
引
自
動
車
、

三
輪
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
現
に
運
行
の
用
に
供

し
て
い
る
も
の
（
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
抹
消
登

録
を
受
け
た
後
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証

が
返
納
さ
れ
た
後
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
時
に
取
付
け
ら
れ
た

消
音
器
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
新
規
検
査
又
は
予
備
検

査
の
時
に
協
定
規
則
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示

（
平
成
十
四
年
七
月
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
一
号
第
三
改
訂
版
附
則
３
に
規

定
す
る
試
験
法
に
よ
り
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

走
行
時
の
騒
音 

当
該
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
た
時
に
、
当
該
試
験

法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
の
値 

    

 

三 

小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
い
ず
れ
も
二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動

 

三 

小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
い
ず
れ
も
二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動



  

 

車
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
（
第
一
種
原
動
機
付
自

転
車
（
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
三
輪
以
上
の
も
の
及
び
最
高
速
度
が
五
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
現
に
運
行
の
用
に
供
し
て

い
る
も
の
（
新
規
検
査
、
予
備
検
査
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
抹
消
登
録
を
受

け
た
後
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納

さ
れ
た
後
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の

検
査
の
時
に
協
定
規
則
第
四
十
一
号
第
四
改
訂
版
附
則
３
に
規
定
す
る
試
験

法
に
よ
り
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
を
行
つ
た
も
の
（
後
付
消
音
器
の
技
術
基
準

の
騒
音
防
止
性
能
試
験
を
協
定
規
則
第
四
十
一
号
第
四
改
訂
版
附
則
３
に
規

定
す
る
試
験
法
以
外
で
受
け
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
新
規
検
査
、
予
備
検
査

又
は
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
時
の
近
接
排
気
騒
音
の
値
が
別

表
第
二
の
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
以
下
の
値
の
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
の
走
行
時
の
騒
音 

当
該
新
規
検
査
、
予
備
検
査
又
は
規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
五
項
の
検
査
を
受
け
た
時
に
、
当
該
試
験
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近

接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
の
値
（
た
だ
し
、
後
付
消
音
器
の
技
術
基
準
の
騒
音

防
止
性
能
試
験
を
協
定
規
則
第
四
十
一
号
第
四
改
訂
版
附
則
３
に
規
定
す
る

試
験
法
で
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
を
受
け
た
時
に
、
当
該
試
験

法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同
等
の
値
） 

車
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
（
第
一
種
原
動
機
付
自

転
車
（
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
三
輪
以
上
の
も
の
及
び
最
高
速
度
が
五
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
現
に
運
行
の
用
に
供
し
て

い
る
も
の
（
新
規
検
査
、
予
備
検
査
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
抹
消
登
録
を
受

け
た
後
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納

さ
れ
た
後
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の

検
査
を
受
け
た
時
に
取
付
け
ら
れ
た
消
音
器
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
つ
て
、
当
該
新
規
検
査
、
予
備
検
査
又
は
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の

検
査
の
時
に
協
定
規
則
第
四
十
一
号
第
四
改
訂
版
附
則
３
に
規
定
す
る
試
験

法
に
よ
り
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
走
行
時
の
騒

音 

当
該
新
規
検
査
、
予
備
検
査
又
は
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査

を
受
け
た
時
に
、
当
該
試
験
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
近
接
排
気
騒
音
の
値
と
同

等
の
値 

 
 


